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 前回に引き続き、平成２７年１０月

１日に施行された派遣法の「労働契約

申し込みみなし」についてご紹介しま

す。 

 

１ 偽装請負の場合 

 労働契約申し込みみなしの対象とな

る違法派遣として、いわゆる偽装請負

の場合があります。 

 具体的には次のような場合に偽装請

負となります（派遣法４０条の６） 

①労働者派遣法等の法律の規定の適用

を「免れる目的」で、 

②請負その他労働者派遣以外の名目で

契約を締結し、 

③労働者派遣の役務の提供を受けるこ

と。 

 

 違法派遣のうち、この偽装請負の場

合のみ、「免れる目的」という派遣先の

主観的要件が付加されています。 

 確かに、文言だけみると、請負契約等

を締結した時点において、そのような

「免れる目的」があった場合を指すよ

うに読めます。 

 しかし、平成２７年９月３０日付の

通達によれば、請負契約等を締結した

時点では派遣先に「免れる目的」がなく

ても、その後に、派遣先が偽装請負等に

該当するとの認識が生じた場合は、「い

わゆる偽装請負等に該当すると認識し

た時点」において、「偽装請負等の目的」

で契約を締結し役務の提供を受けたの

と同視しうる状態だと考えられ、この

時点で労働契約の申し込みみなしをし

たものとみなされるとの解釈が示され

ています。 

 したがって、この解釈を前提にすれ

ば、仮に請負契約等を締結した時点に

おいて、「免れる目的」がなくとも、偽

装請負の認識が生ずれば、労働契約申

し込みみなしの対象となってしまう可

能性があるということです。実際には、

ほとんど全ての偽装請負が労働契約申

し込みみなしの対象となってしまうこ

とを意味しています。 

すでに偽装請負の疑いがある請負契

約を締結している場合で、適切な請負

契約に是正することが困難であれば、

適切な派遣に切り替えるなどの対応が

必要となります。 

 

２ みなし後の労働契約内容について 

 労働契約申し込みみなしにより、派

遣先との間で成立する労働契約の内容

は、労働契約申し込みみなしの対象と

なる違法行為の時点における、派遣元

と派遣労働者との間の労働契約の内容
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となります。 

 したがって、直ちに派遣先の従業員

と同じ賃金等、派遣先の労働条件とな

るわけではありません。 

 同じことは労働契約期間についても

いえます。あくまで、派遣元と派遣労

働者との間の労働契約期間が前提とな

ります。 

 例えば、派遣元と有期雇用派遣労働

者とが６か月間の労働契約を締結し、

５か月経過した時点で違法派遣を理由

に労働契約申し込みみなしに対する承

諾の意思表示をした場合、残りの１か

月間が派遣先との間の労働契約期間と

いうことになります。 

 

３ みなし後の雇止めについて 

 では、派遣先での１か月間の労働契

約が終了した後、派遣先は契約期間満

了により労働契約の終了、雇止めを主

張できるかが実務上問題になると考え

られます。 

 単に１か月間で労働契約を終了させ

ることができるのであれば、派遣先と

してもさほど大きな負担にはなりませ

ん。 

 この点、労働契約法第１８条１項の

いわゆる無期転換ルールで用いられる

契約の更新期間については、同一の使

用者について通算することが予定され

ていることから、仮に労働契約申し込

みみなしの適用があったとしても、派

遣元から派遣先に雇用主が変わった場

合には、無期転換ルールにおける契約

期間は通算されないとの通達が出され

ています。 

 ただ、これはあくまで無期転換ルー

ルにおける契約期間は通算しない、と

いうことだけであって、派遣先におい

て成立した労働契約の雇い止めについ

ては、労働契約法第１９条の雇い止め

法理により、個々の事案に応じて司法

判断されるべきであるとの解釈が通達

で示されています。 

 例えば、派遣元において１０年以上

も期間の定めのある労働契約を更新し

ていた有期派遣労働者が、労働契約申

し込みみなしの適用により派遣先との

労働契約が新たに成立した場合に、た

だ派遣元との労働契約期間が残り１か

月であったから、その１か月の期間満

了で派遣先との労働契約もすんなりと

終了するかというと、個人的にはそう

簡単にはいかないと考えます。 

 それまでの派遣元での労働契約の更

新回数、契約期間の長さ等が、派遣先

での雇止めにおいてどのように考慮さ

れるのかは、司法判断の蓄積を待つし

かないですが、労働契約申し込みみな

し制度自体が、派遣労働者保護の観点

から設けられた制度であることからす

ると、派遣先にとって不利な解釈が示

される可能性が高いと個人的には思い

ます。 
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